
歯科情報による身元不詳遺体の身元調査手順

警察から歯科医師に身元不詳遺体の検査依頼

岩手医大法医解剖室での検査（法歯学分野歯科医師）
もしくは所轄警察署遺体安置室での検査（嘱託警察歯科医師）

災害時は遺体安置所での検査

写真撮影 デンタルチャート作成Ｘ線画像撮影

警察が身元不詳遺体の候補者となる行方不明者の生前歯科情報入手
（カルテ等）

遺体の歯科記録と候補者の生前歯科情報を比較・照合

所見が一致する（矛盾しない）か否かで遺体と候補者が同一人か判断
歯科医師による鑑定結果書類が警察に提出される

✓ 災害発生時、その犠牲者はすべて身元不詳として検査が行われる。
✓ 候補者の生前資料がなければ、遺体の身元特定には至らない。

生前資料が入手できれば
迅速に遺体の身元が特定できる

－指紋、DNA、歯科情報は世界三大身元確認方法－
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